
神戸市外国語大学 学術情報リポジトリ

[Review] British Anti-Apartheid Movement, The
South African Bantustan Programme

言語: jpn

出版者: 

公開日: 1977-11-30

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 家, 正治, Ie, Masaji

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://kobe-cufs.repo.nii.ac.jp/records/2146URL
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
International License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


＜紹介＞

英国反アパルトヘイト運動「南アフリカの

パンツrスタン計画」

家　　　正　　治

　I．1978年6月7日付の新聞報道では，r南アー演劇用だとの建物一部で差

別なくす」という見出しの下に次のような記事が記載されていた汀演劇や音

楽会用の建物を白人だけでなく黒人，混血，アジア人など有色人種にも使わ

せよとの突き上げを受けていた南アフリカ政府は五日，ようやく重い腰をあ

げ，一部地域で条件付きながら自由化する方針を決めた。発表によると，全

国で数百にのぼるこの種施設のうち，ヨハネスブルク，ケープタウン，ダー

バン，ポートエリザベス，マリツバーグなどの26カ所だけが自由化の対象と

なり，白人と同じように黒人やほかの有色人種も切符を買って演劇やコソサ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
一ト，オペラ，バレエを楽しむことができる。」南アフリカにおけるこのよ

うな動きが新聞記事になること自体，時代錯誤そのものであるが，南ア政府

がとっているアパルトヘイト政策の本質は，公共施設，学校，映画館等の使

用の差別に示されるペティ・アパルトヘイト（Petty　Apartheid）にあるの

ではない。アパルトヘイトは，r人種差別」とも訳されることもあるが，強

いて訳するとすればr人種隔離」とかr人種分離」というべきである㌦南

アのアパルトヘイト政策は，少数の白人が自己の特権的地位を維持するため

に第二次大戦後本格的にとり出した制度であるが，その政策の中核はそれぞ

れの人種を地理的に分離し，国土の13％の不毛の地，バンツースタン（rホ

ームランド」）におし込めようとするものである。

（1）毎日新聞．1978年6月7日夕刊。

（73）



　1Oのバンツースタンの内，1976年10月26日，南アはトランスカイをr独立」

させ，1977年12月6日にはボフタツワナをr独立」させた。1978年4月28日，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2〕
南アのフォルスター首相は，べ！ダを1979年後半にr独立」させると語った

ようにつぎつぎとバンツースタンを1一独立」させようとしている。しかし，

r独立」したかいらい黒人国家と南アとの間には矛盾か存在し，早くも1978年

4月10日，トランスカイは南アと外交関係を断絶する声明を発表した。新聞

報道によれば，r1O日のトランスカイのムタンジザ首相は国会での演説で南

アフリカがトランスカイに隣接するトランスカイの領土であるべき東ギリソ

ガランドをトランスカイの領土と認めず，南アフリカのナダル州に併合した

r侮蔑的，残忍な決定』に対して強く抗議『われわれはこれをがまんするこ

とはできない。南アフリカの決定はトランスカイに対する戦争である。南ア

フリカの軍事力は知っているが，トランスカイは武器をとって領土を奪還す

るまで耐え忍ぶだろう』と述べ」てい孔さらに，同記事は，南アはトラン

スカイに対して年間予算2億4，OOO万ランド（約1億5，OOO万ドル）のうち7

割近い1億6，OOO万ランド（約1億ドル）の財政援助を与えており，同国の

外交，軍事権は南アフリカが握るなどトランスカイは実質的には南アの衛星

国であって目下南ア以外との貝も承認していないが，ムタソジザ首相のこの

突然の決定は，南アから離反することによってブラック・アフリカの承認を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
得て独立国への道を歩もうとしたとみられるとコメントしている。

　このようなトランスカイの「抵抗」があったもののベンダに関するフォル

スター首相のその後の言明にも示されるようにバンツースタンの「独立」政

策には変更がない。

　国連総会は，トランスカイがr独立」した同日の1976年10月26日，rいわ

（2）毎日新聞．1978年4月30日。なお，1974年11月17日、8バンツースタンの長が共同声明を

発表し，南アでの事態が変ったことにかんがみ，もはや独立を求める意思はないと言明してい

　る。そして彼らは、全ア7リガ人は白人と同じ未来と同国の豊かな資源を共に享有する権利を

　もつものであると述べた百エドウィン・オゲベ・オグブ，南アフリカの現状，南アフリカとア

　バルトヘイド，国際連合広報センター，40頁。

（3）毎日新聞，1978年4月11日夕刊。
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ゆる独立トランスカイおよび他のバンツースタン」と題する決議を賛成134

　　　　　　　　（4）　　　　　　（5）
反対O棄権1（米国）で採択した。その全文は以下のとおりであ私

　r総会は，

　南アフリカの人種主義制度によるバンツースタンの設立を非難する1975年

n月28日の総会決議3411D（XXX）を想起し，

　南アフリカの人種主義制度が，1976年10月26日にトランスカイのまがいの

『独立』を宣言したことをテーク・ノートし，

　アパルトヘイト特別委員会の報告およびその特別報告を考慮して，

　1．非人道的たアパルトヘイト政策を強化するために，国の領土保全を破

壊するために，白人少数支配を永続させるために，また南アフリカのアフリ

カ人から彼らの不可譲の権利を剥奪するために計画されたバンツースタンの

設立を強く非難し，

　2．トランスカイのr独立」宣言を拒否しかつそれを無効と宣言し，

　3．いわゆる独立トランスカイに対するいかなる形態での承認を否定しか

っいわゆる独立トランスカイもしくは他のバンツースタンとのいかなる取引

をも控えることをすべての政府に要請し，

　4．自己の管轄下のすべての個人，法人および他の制度に，いわゆる独立

トランスカイあるいは他のバンツースタンとのいかなる取引をも行なうこと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
を禁止するための実効的な措置をとることをすべての国家に要請する。」

　このトランスカイr独立」非難決議が採択された以後も同問題に関する研

　　　　　　　　　　（7）
究が多く発表されており，また国際法上の視点からもいくつか発表されてい

（4）　O筋。ia1Records，Genera1Assem1〕1y，Thirty－First　Session，42nd　Pienary　Meeting，

叩．725～726一

（5）　Resolution31／6A．

（6）総会がバンツースタン政策を非難したものとして，同法譲前文に引用の決議3411D（XXX）

以前に決議3324E（XXIX）がある。

（7）例えばAlex邑nder　Kirby，South　African　Bantustan：What“indepさnd㎝ce’’for　the

Transkei？，Centre　against　Apartheid，Notes　and　documents　m．26／76；一John　Gaetsewe，

So凹th　African　Bantusta皿：How　the　so－oa11ed“i皿dep帥dence”of　the　Transkei　wiu

a脆。t　the　Africa皿workers，Centre　against　Apartheid，Notes　and　d㏄uments　m．28／
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（8）

る。本小稿はバンツースタン問題を体系的，理論的にとり上げて論述するも

のではなくて，一論文を紹介して同問題にかかわる国際法上の問題を指摘す

ることに目的がある。

　ここに紹介する論文は，British　Anti・Apartheid　Movement，The　South

African　Bantustm　Programme：Its　Domestic　and　Intemationa1Im－

p11cat1ons，0BJECTIVE　JUSTICE，Umted　Natlons　Oflice　of　Pub11c

Infdrmation，Vo1．8，No．1，Sprin91976，PP，14～22．である。この論

文は，1975年10月に英国反アパルトヘイト運動が国連アパルトヘイト特別委

員会に提出したものである。同論文は，トランスカイの「独立」前のもので

また大部なものでないが，南アのバンツースタン計画の実態と本質を的確に

とらえてい机本論文の構成は，序言，歴史的考察，計画の人種的および領

土的基礎，計画の制限，バンツースタンの経済，抑圧の手段としてのバンツ

ースタンおよび対外政策の手段としてのバンツースタン，の見出しの下にな

ってい飢以下筆者が関心をもっている点を重点に本論文の骨子を紹介し，

づいてその上に立って若干の国際法上の問題をとり上げることにする。

　π．r序言」では，南ア政府が名目上300万以上の人ローそのほぽ半数は

境界外に居住する一を有するmini・State，トランスカイをr独立」させ，

他の9つもr独立」させようとし，国土を分割，細分化（fragmentatiOn）

しようとしているが，この異常た事業は民族自決権と一致するものと見なさ

76、上記二論文は国際連合広報センターから出版されたr南アフリカのアパルトヘイト」中に

翻訳されている。Je血rey　But1er，Robert　I．Rot㎞rg，and　John　Adams，The　Black　Home・

1ands　of　S㎝th　Africa．また南アの宣伝雑誌に記載されたものとして，John　L舳ren㏄，The

Black“Homeland’’，Falsehood餉d　fact，exce叩ted　from　the　G爬at　white　Hoax：South

Africa’s　Intemati㎝al　Propaganda　Machine，Ce血tre　against　Apartheid，Notes　and

d㏄um㎝ts　no．20／77。

（8）例えば，Merrie　Faye　Witkin，Tramkei：An　Amlysis　of　the　Practice　of　Recogni・

tion・Political　or　Legal？，Ha〃ard　Intemational　Law　Jounla1，Vo1．I8，No．3（1977）；

George　Fischer，La　NoポReconnai欄nce　du　Transkei，Annuai爬Fmgais　de　Droit

Intemationa1，Tome　XXII（1976）．
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れる恐れがあると共に，この政策の本質が人種主義・植民地主義であり，単

に南アフリカ共和国だけでたく未解放の南部アフリカにおいて人種主義白人

少数者の政治的・経済的支配の継続を目的としていることをそれはあいまい

にする恐れがあるとしている。そして，バンツースタン計画は南アのアパル

トヘイト政策の中心的な特徴をたすものであるという。

　r歴史的考察」では，今日のrバンツー・ホームランド」の起源は，植民

地の征服・支配の中に求められ，初期のr保留地」（reSerVeS）や差別政策

を通してその思想は形成されたものであり，それは南部アフリカの植民地主

義の歴史に根ざしており，その背景をぬきにして理解しえないと述べている。

1936年のrバンツー土地信託法」（Bantu　Land　and　Trust　Act）によって

白人には87％，ア7リガ人には13％に限定した。人種主義の主張は南アフリ

カのr白人国家」の地域においてアフリカ人の政治的参加の可能性を否定す

るところにある。残りの13％においては，一つの統一したアフリカ民族の概

念が白人民族国家に脅威とたることから民族主義よりは部族主義が国家の基

礎となる。1960年3月のシャープビル事件また国連内での反植民地主義勢力

が強化される以前においては，南アの支配者はアフリカ人の保留地の名目的

な非植民地化さえ行なう意向は有していなかった。しかし，1960年代になる

と南アフリカ人の解放運動に打ち勝ち自己の地位を維持するために，バンツ

ースタン計画を打ち出してくる。しかし，この段階ではr独立」は副次的に

考えられていたが，南アがますます孤立した1970年代において南アはバンツ

ースタンのr独立」を打ち出してくる。バンツースタン計画は植民地時代か

らの白人支配の戦略の構成部分であって，植民地後の世界（post・CO10nia1

wOr1d）において白人支配を維持する試みである。

　r計画の人種的および領土的基礎」では，南ア政府が人種を基礎にした国

家のr独立」を口にするが・rホームランド」の数がしばしば変ったことか

らしても非常に異常なものであると指摘する。1959年のrバンツー自治促進

法」（Promotion　of　Bantu　Se1f・Govemment　Act）では8つの「民族的単
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位」が提案されていた。当時ヌデベレ族（Ndebele）は一つの実体と見られ

ていなかったが，1975年3月の南アの最終提案では入れられている。また，一

コサ族（Xhosa）はトランスカイ（Transkei）とシスカイ（Ciskei）に分か

れており，南ア政府の人種の基準はアフリカ人民の再部族化を装うたにもの

でもない。さらにバソツースタ：／計画は地理的な基礎もない。現在10のバン

ツースタンは，113の地域から構成されているが南ア政府は36の地域に整理

しようと意図している。クワズル（KwaZu1u）1O，ボフタツワナ（Bophu－

t11atswana）6，レボワ（Lebowa）6，ガザンクル（Gazankulu）4，シス

カイ（Ciskei）3，トランスカイ’（Transkei）2，ベンダ（Venda）2，スワジ

（Swazi）1，バントクワクフ（BasothoQwaQwa）1およびヌデベレ（Ndeb－

ele）L一般にこれらのバンツースタンは最も発展していない地域であり，

主要な都市，利用可能な港，産業はなく；鉱物資源もほとんど存在しない。

　r計画の制限」では，バンツースタン計画では南アの10％以上を占めるカ

ラード及びインド人に対する抑圧にはたんらの政治的解決を与えておらず，

またアフリカ人の1／2から1／3を占めるrホームランド」外のアフリカ人

の必要にもたんらの解決をも与えていないことを指摘する。r白人南アフリ

カ」でのアフリカ人労働者は移住労働者として扱われ，自国で外国人として

扱われることとなる。1975年の中頃までに予定されている1Oのバンツースタ

ンの内7つにr自治」が与えられ，7つの立法議会が作られたが，総計519

議員の内326は任命によるものであり選出議員は193人にすぎない。その

自治政府の権限範囲は限られており，その歳入の65から85％はプレトリアに

依存しており，さらに上級公務員は白人によって占められている。

　rバンツースタンの経済」では，南ア政府がバンツースタンの経済的能力

をその「独立」の前提条件としていないことを指摘する。バンツースタンは

南アに経済的に従属したままでmini・Stateとして誕生しようとしている。

農業が「ホームランド」の主たる経済活動であるが，アフリカ人の主食であ

るトウモロコシについて見れば，トランスバールの白人農場では不作でベク
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ター当り14～17袋の収穫（豊年では30袋）に対して，rホー・ムラソド」では

3．5袋（ひでりの年には1袋）にすぎない。

　「抑圧の手段としてのバソシースタン」では，プレトリアは「ホームラン

ド」が独立した時には法の支配が存在した一くなるようた種類の権限をrホー

ムランドの指導者」一に与えることおよびその実態について言及している。一

　r対外政策の手段としてのバンツースタソ」では，南ア政府はアフリカで

の孤立を脱却するためアフリカ諸国との関係のr正常化」および西側諸国と

の関係を深めようとしていると指摘する。さらに，南ア政府のカイライであ

るバンツースタンの指導者を利用ししきりに欧米諸国に派遣していると指摘

している。そして最後に，バンツースタン計画およびアパルトヘイトに反対

する運動の方法に言及している。

　皿．1976年10月26日のトランスカイのr独立」に対して，国連総会は同日

そのr独立」宣言を拒否し，無効と宣言した。同決議はバソツースタ：／の設

立を非難した理由として，それは（1）非人道的なアパルトヘイト政策を強化す

るものであること，（2）国の領土保全を破壊するものであること，（3）白人少数

支配を永続させるものであることおよび（4）南アフリカのアフリカ人から彼ら

の不可譲の権利を剥奪するためのものであることを上げている。この決議を

基礎に以下トランスカイのr独立」にかかわる若干の国際法上の論点を考察

することにする。

　脚注（8）で示したウィトキソおよびフィッシャーの二論文は，承認論，アパ

ルトヘイトおよび自決権の三点を中心に分析して結論としてトランスカイの

r独立」は認められえないと結論している。

　まず伝統的た国際法上の制度である国家承認の制度との関連でトランスカ

イのr独立」はどのように考えるべきであろうか。従来国家承認の要件とし

て（1）対象とたる存在が国家としての要件をそたえていること，および（2）国際

法を遵守する意思と能力があることが必要であると指摘されているパ2）の要
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件は主観的要件ともいわれるようにその判断惇神々困難であるが，（1）の要件

は客観的であることからその判定は比較的容易である。（1）に関して田畑茂二

郎は以下のように説明する。r承認が行なわれるためには，対象となる存在

が，事実上，国家としての要件をそたえていること，つまり，国家としての

政治権力をすでに確立していることが必要であ机国家としての政治権力が

確立されたということは，具体的には，一定の地域において，その地域の人

民を統治するための実効的・自主的・永続的な政治権力が確立されることを

意味している。したがって，たとえば，単に建国の宣言がたされたのみで，

まだ権力が実効的に確立されていない場合，つまり，国内の多数の人民がそ

れに服従せず，国内の安定が十分に保たれていない場合とか，また，国内に

おいて一応実効的た権力が確立されても，その権力が，国外の支援によって

のみ維持されている場合とか，あるいは，権力の基礎が脆弱で，永続性の見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
通しがない場合には，国家承認の要件に欠けているといわたければならない。

　トランスカイは，実効性，自主性および永続性の要件のいずれにも合致し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（lo）
ない。アフリカ人のアパルトヘイトに対する低抗運動からしてアフリカ人の

支持を得ていないことは明らかであり，またトランスカイのr独立」に先だ

って人民投票も行なわれていない。またトランスカイは経済的にまったく南

アに従属しており，バンツースタンは黒人移民労働力の貯蔵所にすぎない。

南アのてこ入れがたければ直ちに崩壊するものである。

　トランスカイのr独立」は既存の承認の要件のみをもっても認められるも

のではないが，総会決議にも示されるように承認されたい基本的理由はアパ

ルトヘイトの違法性および民族自決権にある。南アの人種政策については，

国連の発足当初から扱かわれているが，1965年12月，総会は南アにおける事

態は国際の平和と安全に対する脅威であり，その解決のためには憲章第7章

に基づく行動が必要であるとして安全保障理事会の注意を喚起した。また

（9）田畑茂二郎，国際法1（新版），法律学全集55，214－215頁。

（lo）アフリカ人の闘争の正当性は国連によって確認されており，また総会はこの闘争を指導す

　る民族解放運動を承認している。Cf・G．Fischer，ibid．，pp．71－73・
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1966年，総会は南ア政府が行なっているアパノkトヘイト政策は「人道に反す

る罪」（a　crime　against　humanity）として非難した。さらに1973年の第28

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11）
回総会は，rアパルトヘイト犯罪の禁止と処罪に関する条約」．を採択した。

その後，トランスカイの「独立」の翌年であるが1977年11月4日安全保障理

事会は南アに対する武器供与等を禁止する憲章第7章の下の強制措置をとる

決議を採択した。この措置は・国連加盟国に対して行なわれた最初のもので
　（12）

ある。

　アパルトヘイトの禁止は今日慣習国際法上の規則となっており，また国際

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）
法上の強行法規（juS　C09enS）とたっている。バンツースタン計画はアパル

トヘイト政策の論理的帰結でありまたアパルトヘイト政策の強化・拡大であ

る。したがって，南アのトランスカイのr独立」は国際法上違法であり，当

然国家はトランスカイを承認してはならない義務を有するのである。

　以上のことは民族自決権からもいいうるのであ私民族自決権は第二次大

戦後民族解放運動が高揚する中で実定国際法上の権利として確立してきた。

1960年の第15回総会がr植民地独立付与宣言」を採択し，その後非植民地化

に向けて積極的た種々の手段が取られるようになった今日西側の学者ももは

や民族自決権が道徳的・政治的権利ではなく法的権利となっていることをし

　　　　　　　　　　　　　　（14）
だいに認めるようにたっている。自決権の権利形式過程は，植民地問題を中

心に展開していたが，植民地の人民のみがそれを保有するのではたく，例え

ば国家的独立を達成している国家の一部の民族が植民地的状態におかれてい

る場合当然それを有するのである。南ア政府はバンツースタン政策は民族自

決にもとづくものであると主張するが，はたして正当化できるのであろうか。

もともと民族自決権は抗議的概念として確立してきた。既に考察したように

トランスカイのr独立」は南ア政府による政策であってトランスカイ地域の

（11）同条約は，1976年7月18日発効した。

（12）　ケースブック国際法、201－204頁参照。

（13）Cf．M・F・Witkin，ibid・・pp・621－626・

（14）拙稿，非自治地域制度の展開，神戸市外国語犬学研究叢書第4冊参照。
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アフリカ人の権利行使とはいえない。

　また，たとえトランスカイがコサ族（Xhosa）のホームランドとしても，

彼らは南アフリカ全域にちらばっていることからこの部分に適用することが
　　　（15）
てきたい。

　アパルトヘイト政策は，南アフリカが多人種国家ではたく多民族国家であ

るとする．前提に立っているが，南ア7リガは多民族国家ではたく多人種国家
　　（16）

である。総会はトランスカイのr独立」に際してトランスカイ人民の意思が

確認されたかったことを問題にしたがった。即ち総会は民族解放運動によっ

て代表される南アフリカ人民の存在を認め，南アフリカ人民の解放はその現

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
実の領土的範囲内においてなすことを認めているのである。

　したがって，南ア政府のバンツースタン政策による領土の分断化は南アフ

リカ人民の民族自決権に抵触すると共に国連憲章や植民地独立付与宣言が言

及する国の領土保全を破壊することとたるのである。　　　　　　（以上）

（15）M．F．Witkin，idid．，pp．620－62i．

（I6）　G．Fiscber，ibid．，pp．71－72；British　Anti・Apartheid　Movement・ibid・・p・i8・

（17）　G．Fischer，ibid．，p71．
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※　The　Black　Home1ands　of　South　Africa：The　Politica1and　Economic

　　Development　of　Bophuthatswana　and　KwaZulu，by　Jeffrey　But1er，

　　Robert　I．Rotberg，and　John　Adams（1977）より転載。
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